
民法７７２条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書 
 

民法第７７２条第２項は「婚姻の解消若しくは取消しの日から３００日以内

に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」を規定

しています。この規定は、もともとは法律上の父親をはっきりさせて子どもの

身分を早期に安定させるためのものでした。しかし、制定から１００年以上た

った今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、時代に合わなくなっ

ています。 
例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもで

あっても、離婚後３００日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届

を提出すると前夫の戸籍に入ることになってしまいます。そのため、事実と異

なる者が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている事

態が発生しています。 
そうした方々の救済のため、法務省は今年５月に通達を出し、離婚後に妊娠

した場合に限り、医師の証明を添付することで、現在の夫の子として出生届を

認める特例救済措置が実施されています。 
しかし、この特例で救済されるのは全体の１割程度であり、圧倒的に多いの

は離婚前妊娠のケースです。離婚前妊娠に関しては、やむを得ない事情を抱え

て離婚手続きに時間がかかるケースが多く、この救済を求める声が強くなって

います。 
よって、江戸川区議会は、国会及び政府に対し、子どもの人権を守るため、

離婚前妊娠であっても社会通念上やむを得ないと考えられるものについては、

現在の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大するよう

強く求めます。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 
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